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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
七
十
八
号

職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
四
十
八
条
及
び
青
少
年
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
業
紹
介
事
業
者
、
求
人
者
、
労
働
者
の
募
集
を

行
う
者
、
募
集
受
託
者
、
募
集
情
報
等
提
供
事
業
を
行
う
者
、
労
働
者
供
給
事
業
者
、
労
働
者
供
給
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
等
が
均
等
待
遇
、
労
働
条
件
等
の
明
示
、
求
職
者
等
の
個
人
情
報
の
取
扱
い
、
職
業
紹
介
事
業
者
の
責
務
、
募
集

内
容
の
的
確
な
表
示
、
労
働
者
の
募
集
を
行
う
者
等
の
責
務
、
労
働
者
供
給
事
業
者
の
責
務
等
に
関
し
て
適
切
に
対
処

す
る
た
め
の
指
針
及
び
青
少
年
の
雇
用
機
会
の
確
保
及
び
職
場
へ
の
定
着
に
関
し
て
事
業
主
、
特
定
地
方
公
共
団
体
、

職
業
紹
介
事
業
者
等
そ
の
他
の
関
係
者
が
適
切
に
対
処
す
る
た
め
の
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定

め
、
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
四
号
）
附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
規

定
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
日
）
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
日

厚
生
労
働
大
臣

根
本

匠

職
業
紹
介
事
業
者
、
求
人
者
、
労
働
者
の
募
集
を
行
う
者
、
募
集
受
託
者
、
募
集
情
報
等
提
供
事
業
を
行
う
者

、
労
働
者
供
給
事
業
者
、
労
働
者
供
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
等
が
均
等
待
遇
、
労
働
条
件
等
の
明
示
、
求
職

者
等
の
個
人
情
報
の
取
扱
い
、
職
業
紹
介
事
業
者
の
責
務
、
募
集
内
容
の
的
確
な
表
示
、
労
働
者
の
募
集
を
行

う
者
等
の
責
務
、
労
働
者
供
給
事
業
者
の
責
務
等
に
関
し
て
適
切
に
対
処
す
る
た
め
の
指
針
及
び
青
少
年
の
雇
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用
機
会
の
確
保
及
び
職
場
へ
の
定
着
に
関
し
て
事
業
主
、
特
定
地
方
公
共
団
体
、
職
業
紹
介
事
業
者
等
そ
の
他

の
関
係
者
が
適
切
に
対
処
す
る
た
め
の
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

（
職
業
紹
介
事
業
者
、
求
人
者
、
労
働
者
の
募
集
を
行
う
者
、
募
集
受
託
者
、
募
集
情
報
等
提
供
事
業
を
行
う
者
、

労
働
者
供
給
事
業
者
、
労
働
者
供
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
等
が
均
等
待
遇
、
労
働
条
件
等
の
明
示
、
求
職
者
等
の

個
人
情
報
の
取
扱
い
、
職
業
紹
介
事
業
者
の
責
務
、
募
集
内
容
の
的
確
な
表
示
、
労
働
者
の
募
集
を
行
う
者
等
の
責

務
、
労
働
者
供
給
事
業
者
の
責
務
等
に
関
し
て
適
切
に
対
処
す
る
た
め
の
指
針
の
一
部
改
正
）

第
一
条

職
業
紹
介
事
業
者
、
求
人
者
、
労
働
者
の
募
集
を
行
う
者
、
募
集
受
託
者
、
募
集
情
報
等
提
供
事
業
を
行
う

者
、
労
働
者
供
給
事
業
者
、
労
働
者
供
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
等
が
均
等
待
遇
、
労
働
条
件
等
の
明
示
、
求
職
者

等
の
個
人
情
報
の
取
扱
い
、
職
業
紹
介
事
業
者
の
責
務
、
募
集
内
容
の
的
確
な
表
示
、
労
働
者
の
募
集
を
行
う
者
等

の
責
務
、
労
働
者
供
給
事
業
者
の
責
務
等
に
関
し
て
適
切
に
対
処
す
る
た
め
の
指
針
（
平
成
十
一
年
労
働
省
告
示
第

百
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
五

法
第
三
十
三
条
の
五
に
関
す
る
事
項
（
職
業
紹
介
事
業
者
の
責
務
）
等

第
五

法
第
三
十
三
条
の
五
に
関
す
る
事
項
（
職
業
紹
介
事
業
者
の
責
務
）
等

一

（
略
）

一

（
略
）

二

職
業
紹
介
事
業
者
に
お
け
る
求
人
の
申
込
み
の
受
理
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

㈠

職
業
紹
介
事
業
者
は
、
原
則
と
し
て
、
求
人
者
に
対
し
、
求
人
の
申

込
み
が
法
第
五
条
の
五
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
か
否
か

を
申
告
さ
せ
る
べ
き
こ
と
。

㈡

職
業
紹
介
事
業
者
は
、
求
人
の
申
込
み
が
法
第
五
条
の
五
第
一
項
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
知
っ
た
場
合
は
、
当
該
求
人
の
申

込
み
を
受
理
し
な
い
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

三
～
九

（
略
）

二
～
八

（
略
）

十

職
業
紹
介
事
業
者
が
行
う
離
職
状
況
に
係
る
調
査
に
関
す
る
事
項

九

職
業
紹
介
事
業
者
が
行
う
離
職
状
況
に
係
る
調
査
に
関
す
る
事
項

㈠

職
業
紹
介
事
業
者
は
、
法
第
三
十
二
条
の
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ

㈠

職
業
紹
介
事
業
者
は
、
法
第
三
十
二
条
の
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
情
報
の
提
供
を
行
う
に
当
た
り
、
そ
の
紹
介
に
よ
り
就
職
し
た
者
の

る
情
報
の
提
供
を
行
う
に
当
た
り
、
そ
の
紹
介
に
よ
り
就
職
し
た
者
の

う
ち
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
を
締
結
し
た
者
（
以
下
こ
の
十
に

う
ち
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
を
締
結
し
た
者
（
以
下
こ
の
九
に

お
い
て
「
無
期
雇
用
就
職
者
」
と
い
う
。
）
が
職
業
安
定
法
施
行
規
則

お
い
て
「
無
期
雇
用
就
職
者
」
と
い
う
。
）
が
職
業
安
定
法
施
行
規
則

第
二
十
四
条
の
八
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
か
ど
う

第
二
十
四
条
の
八
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
か
ど
う

か
を
確
認
す
る
た
め
、
当
該
無
期
雇
用
就
職
者
に
係
る
雇
用
主
に
対
し

か
を
確
認
す
る
た
め
、
当
該
無
期
雇
用
就
職
者
に
係
る
雇
用
主
に
対
し

、
必
要
な
調
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

、
必
要
な
調
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

㈡

（
略
）

㈡

（
略
）
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（
青
少
年
の
雇
用
機
会
の
確
保
及
び
職
場
へ
の
定
着
に
関
し
て
事
業
主
、
特
定
地
方
公
共
団
体
、
職
業
紹
介
事
業
者

等
そ
の
他
の
関
係
者
が
適
切
に
対
処
す
る
た
め
の
指
針
の
一
部
改
正
）

第
二
条

青
少
年
の
雇
用
機
会
の
確
保
及
び
職
場
へ
の
定
着
に
関
し
て
事
業
主
、
特
定
地
方
公
共
団
体
、
職
業
紹
介
事

業
者
等
そ
の
他
の
関
係
者
が
適
切
に
対
処
す
る
た
め
の
指
針
（
平
成
二
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
六
号
）
の

一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
四

特
定
地
方
公
共
団
体
及
び
職
業
紹
介
事
業
者
等
が
青
少
年
の
雇
用
機
会

第
四

特
定
地
方
公
共
団
体
及
び
職
業
紹
介
事
業
者
等
が
青
少
年
の
雇
用
機
会

の
確
保
及
び
職
場
へ
の
定
着
促
進
の
た
め
に
講
ず
べ
き
措
置

の
確
保
及
び
職
場
へ
の
定
着
促
進
の
た
め
に
講
ず
べ
き
措
置

青
少
年
の
就
職
支
援
並
び
に
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
に
携
わ
る
主
な

青
少
年
の
就
職
支
援
並
び
に
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
に
携
わ
る
主
な

関
係
者
と
し
て
、
特
定
地
方
公
共
団
体
及
び
職
業
紹
介
事
業
者
等
は
、
青
少

関
係
者
と
し
て
、
特
定
地
方
公
共
団
体
及
び
職
業
紹
介
事
業
者
等
は
、
青
少

年
が
安
定
的
な
就
業
機
会
を
得
て
、
職
場
定
着
及
び
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
を
実

年
が
安
定
的
な
就
業
機
会
を
得
て
、
職
場
定
着
及
び
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
を
実

現
で
き
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
と
と
も
に
、

現
で
き
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
と
と
も
に
、

第
二
の
一
の
㈠
に
掲
げ
る
事
項
が
適
切
に
履
行
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
措
置

第
二
の
一
の
㈠
に
掲
げ
る
事
項
が
適
切
に
履
行
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
。

を
講
ず
る
こ
と
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

（
削
る
）

五

労
働
関
係
法
令
違
反
の
求
人
者
へ
の
対
応

学
校
卒
業
見
込
者
等
の
適
職
選
択
の
観
点
か
ら
、
特
定
地
方
公
共
団
体

及
び
職
業
紹
介
事
業
者
に
お
い
て
も
、
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
公
共
職

業
安
定
所
に
お
け
る
求
人
の
不
受
理
に
準
じ
た
取
組
を
進
め
る
た
め
、
職

業
安
定
法
第
五
条
の
五
の
規
定
の
趣
旨
及
び
求
職
者
の
就
業
機
会
の
確
保

に
留
意
し
つ
つ
、
法
第
十
一
条
に
基
づ
き
公
共
職
業
安
定
所
が
不
受
理
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
求
人
者
か
ら
の
学
校
卒
業
見
込
者
等
求
人
は
取
り
扱

わ
な
い
よ
う
、
職
業
安
定
法
第
二
十
九
条
第
三
項
、
第
三
十
二
条
の
十
二

第
一
項
（
同
法
第
三
十
三
条
第
四
項
及
び
第
三
十
三
条
の
三
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
三
十
三
条
の
二
第
五
項
に
規
定

す
る
職
業
紹
介
事
業
の
取
扱
職
種
の
範
囲
等
の
届
出
を
行
う
こ
と
が
望
ま

し
い
こ
と
。

五
～
七

（
略
）

六
～
八

（
略
）

八

そ
の
他
の
各
関
係
者
が
講
ず
べ
き
措
置

九

そ
の
他
の
各
関
係
者
が
講
ず
べ
き
措
置

一
か
ら
七
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
他
の
法
令
、
指
針
等
に
基
づ

一
か
ら
八
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
他
の
法
令
、
指
針
等
に
基
づ

く
措
置
に
も
留
意
し
な
が
ら
、
全
て
の
関
係
者
は
、
青
少
年
の
希
望
及
び

く
措
置
に
も
留
意
し
な
が
ら
、
全
て
の
関
係
者
は
、
青
少
年
の
希
望
及
び

状
況
に
応
じ
、
そ
の
雇
用
機
会
の
確
保
及
び
職
場
定
着
の
促
進
の
た
め
に

状
況
に
応
じ
、
そ
の
雇
用
機
会
の
確
保
及
び
職
場
定
着
の
促
進
の
た
め
に

必
要
な
支
援
を
適
切
に
行
う
こ
と
。

必
要
な
支
援
を
適
切
に
行
う
こ
と
。
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